
仕 様 書 

 

１ 件名 

生活介護事業所そよかぜの森食事サービス提供業務委託 

 

２ 委託場所 

  埼玉県草加市柿木町１２１３番地１  

 

３ 委託期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

４ 支払方法 

業務完了払い（１２回） 

 

５ 業務目的 

  食事サービス提供業務実施に際し、調理業務、配食・運搬業務、食器及び設備等の管理・清掃・

日常点検業務等を委託することで、利用者の満足度及び福祉サービスの向上を図るとともに良質で安全

な食事サービスを提供していくことを目的とする。 

 

６ 業務内容 

  （１） 栄養管理 

  （２） 調理作業管理 

  （３） 材料管理 

  （４） 施設設備管理 

  （５） 業務管理 

  （６） 衛生管理 

  （７） 研修 

  （８） 労働安全衛生 

  ※詳細は、別紙１業務分担表のとおり 

    

７ 業務責任者 

  （１） 受託者は、食事サービス提供業務の遂行及び従業者の指導監督を行う本施設における業務    

責任者を委託者に通知する。 

  （２） 受託者は、受託者の人事政策その他業務上の必要に応じ、その判断により業務責任者を     

変更することができる。この場合において、受託者は、当該変更について委託者に通知するとと

もに、食事サービス提供業務の遂行に支障がないよう必要な措置を講じる。 

 

８ 従業者 

  （１） 従業者の員数、勤務時間、資格、経験については、食事サービス提供業務を提供するために必要

な基準を充足していることを前提として、受託者の裁量によるものとする。 

   （２） 受託者は、本施設内で勤務する従業者につき、氏名、住所、生年月日並びに食事サービス     

提供業務に関連する資格の有無及び内容を記載した従業者名簿を作成しなければならない。 

  （３） 受託者は、前項の従業者名簿を、従業者全員の健康診断書及び従業者名簿に記載された     

有資格者がある場合にはその資格を証する書面の写しとともに本施設内に備え置くものと     

する。 

 

 



９ 従業者の健康管理 

  （１） 受託者は、従業者の健康管理に留意するとともに、従業者に対し年１回定期的に健康診断を

実施して従業者に受診させ、あらかじめ当該従業者の同意を取得した上で、その結果を委託者

に報告する。 

  （２） 受託者は、従業者に対し、検便を５月～１０月は月２回、それ以外の時期は月に１回実施して 

受検させ、あらかじめ当該従業者の同意を取得した上で、その結果を委託者に報告する。 

また、配属した従業者はインフルエンザの予防接種に努めること。 

  （３） 受託者は、従業者が次に該当するときは、食事サービス提供業務（調理作業を含むがこれに

限られない）に従事させてはならない。従業者の同居者につき①号、②号又は④号に該当する

者がいる従業者も同様とする。 

① 赤痢（疫痢を含む）、腸チフス、パラチフス、コレラ等「感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律」(平成１０年法律第１１４号) による第１類感染症から第３

類感染症までの感染症 

      ② 同法による感染症の保菌者 

      ③ 化膿性創傷、伝染性皮膚疾患 

      ④ 新型インフルエンザ等感染症 

 

10 従業者教育 

受託者は、受託者の従業者に対し、定期的に、栄養管理技術、調理技術及び衛生管理等の教育  

又は訓練を実施する。 

 

11 従業者の服装及び規律 

  受託者は、受託者の従業者に次に揚げる事項を遵守させる。 

  (１) 食事サービス提供業務を遂行するにあたり、同業務に従事する委託者の職員その他委託者の

職員等と協調し、良好な業務遂行環境を確保する。 

  (２) 委託者の業務を阻害するおそれのある行為を行わない。 

  (３) 業務中に定められた衣服類を着用し、衛生的で清潔な状態を保持するように努める。 

  (４) 作業にあたっては、常に身体、特に頭髪、手指及び爪等の清潔保持に努め、作業の前後には

必ず手指の洗浄及び消毒を実施する。 

  (５) 作業中は、必ずマスク、衛生手袋を着用する。 

  (６) 業務中における便所の使用は、必ず専用便所を使用し、その際には、履物についても食事

サービス施設内外の区分を明確にする。 

  (７) 作業中には、本施設内に食事サービス提供業務遂行に関係ないものを入れないとともに、

従業者が当該業務を遂行する上で必要のない物を持ち込まない。 

  (８) 所定場所以外での飲食、喫煙を行わないこと、本施設内で飲酒をしないことなど本施設の

管理上必要な委託者の指示に従う。 

 

12 盛付け及び配膳・下膳 

  （１） 受託者は喫食者ごとの盛付けを厨房にて行い、食事は配膳車を用い指定された場所に運搬し 

委託者に引渡すものとする。 

食 種 指定引渡し場所 

利用者食 各フロア及び配膳カウンター 

職員食 各フロア及び配膳カウンター 

 

  （２） 利用者食の食事の注文締切時間から下膳時間は、下記の通りとする。 

区 分 食事注文締切時間 配 膳 食 事 時 間 帯 下 膳 

昼 食 前日 16：00 迄 11：30 から 11：30~13：15 13：15 以降 

    食事注文締切後の注文により、受託者が特に食事を提供した場合、当該提供された食事に 

    ついては、その種別に従い、一日の請求数に加算する。 

 

 

 



（３） 配膳等にあたっては、以下の事項に留意する。 

       ① 料理の味や温度を損なわないよう短時間で配膳するように努める。 

       ② 配膳は指定された場所に運搬し、職員等に確実に引き渡す。 

       ③ 下膳は食器等の数量を確認のうえ、指定された場所から行う。 

 

13 食器洗浄・消毒作業 

  受託者は、調理室のシンク等にて下膳した食器類を食器ごとに浸漬し、十分に洗浄及び消毒のうえ、

次の使用時まで清潔に保管する。 

 

14 衛生管理作業 

  受託者は、本施設その他食事サービス提供業務の用に供する施設及び設備等(冷凍庫、冷蔵庫、

食料庫などを含むがこれに限られない）の衛生状態を保持するために必要な基準及び作業手順を

定め、当該基準等に従い、定期的に清掃、消毒のために必要な措置を講じる。 

 

15 検食及び保存食 

  （１） 検食は、委託者の指示に従い提供する。 

  （２） 保存食は、毎食ごとに確保するものとし、原材料（購入した状態のもの）及び調理済み食品を、

食品毎に、５０グラム程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ、摂氏零下２０度

以下で２週間保存する。 

 

16 入所者等の個人情報の取扱い 

  受託者は、委託者の指示に基づき入所者等の個人情報の取扱いに関して、次に事項を遵守する。 

 （１） 入所者等の個人情報の安全管理に係る委託者の指示、監督に従う。 

  （２） 入所者等の個人情報につき、食事サービス提供業務を遂行するために必要な範囲で取扱うこと。 

  （３） 入所者等の保健医療に係る個人情報は、要配慮個人情報に該当する場合があり、その利用目的を

超えた取扱い、漏洩、滅失などがなされないよう善良なる管理者の注意をもって厳重な管理を

なすものとし、受託者は食事箋等の授受・管理・保管について委託者が定めた場所・手順等

に従うこと。 

  （４） 入所者等の個人情報（個人情報が記載されまたは記録された媒体を含む）の取扱いは、食事

サービス提供業務を遂行するため直接または間接に必要がある者に限定する。また、漏洩、

改ざん、滅失等の事故を防止するため、受託者の栄養管理システム（入所者台帳データ等）

の操作においてはその取扱者を限定し、ⅠＤとパスワードによる技術的アクセス制限の措置

をとる。 

  （５） 入所者等の個人情報につき、個人情報の保護に関する法律第２３条により許容される場合を

除き、第三者に対して提供しない。また、入所者等の個人情報が記載されまたは記録された

媒体を第三者が利用できる状態に置かない。 

  （６） 配膳車をもって食事を提供する場合、食札の記載は室名・氏名のみとし、病名・食種の記載

をしないこと。 

  （７） 受託者は、法令等の定めに従う場合を除き、委託者の指示に従い、入所者等の個人情報

を記載しまたは記録する。また、これらが記載されもしくは記録されている媒体を廃棄する

ときは、当該媒体に含まれた個人情報について匿名化その他個人情報の再現ができない状態

にしてこれを行う。 

  （８） 受託者は、従業者に対し、在職中及び退職後においても、食事サービス提供業務遂行の過程

において取り扱った入所者等の個人情報について、食事サービス提供業務以外の目的で取り

扱うこと、第三者に提供しまたは開示もしくは漏洩しないことを義務づける。また、個人情報の

取扱いに関し、必要な教育または訓練を実施する。 

 

17 報告義務 

  （１） 委託者は、食事サービス提供業務の遂行状況等について、受託者に対して、報告を求める 

ことができる。また、食事サービス提供業務の本契約に従った円滑な遂行に支障が生じる 

おそれが明らかであるときには、受託者に対して改善を求めることができる。 

  



（２） 前項の報告または改善の求めは、受託者の業務責任者に対して行うものとし、受託者の業 

      務責任者は改善等の状況を委託者の業務責任者に報告する。 

 

18 経費の負担 

  受託者は、食事サービス提供業務に関連して、別紙２経費負担項目書に記載された範囲の経費を 

負担するものとし、委託者に対して当該経費を請求することはできない。 

 

 

19 施設等の利用の許可等 

委託者は、受託者に対し、別紙３の利用許可施設等明細書に記載された委託者の施設、設備、器 

具又は什器備品の利用を、当該明細に記載された条件で許可する。 

 

20 共通事項 

（１） 草加市との協定に基づき、受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）

及び別記個人情報取扱特記事項を遵守すること。また、業務上知り得た事項を漏らしてはならな

い。 

（２） 草加市との協定に基づき、受託者は、草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に

協力すること。 

 （３） 草加市との協定に基づき、草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成 19年

条例第 16 号）第 6 条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成 8 年告示第

155号）第 9条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

① 受託者又は受託者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被

害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は事業団に報告するとともに、所

轄の警察署に通報すること。 

② 受託者は、事業団及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。 

（４） 業務の実施に当たっては、人権を尊重するとともに、業務に関わる者が人権に配慮することがで

きるよう努めること。 

（５） 受託者は、成果品等については事業団の承諾なしには、他のいかなる者に対してもそれを閲

覧に供し、複写させ、譲渡したりまたは提供してはならない。 

（６） 草加市との協定に基づき、受託者は草加市公契約基本条例（平成 26年条例第 21号）第 12条の

規定に基づき、市長が定める賃金の基準額以上の賃金を労働者に支払わなければならないこ

とを勘案し、見積もりを作成すること。 

 

21 その他 

 （１） 受託者は本契約に定める食事サービス提供業務の各作業に必要な各種帳票類の作成・保管等

を行い、委託者の受ける関係官庁の調査等に協力する。 

   （２） 本仕様書に記載されていない事項については、委託者・受託者誠意をもって協議し決定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 1 業務分担表 

 

区
分 

業務内容 委託側 受託側 

栄 

養 

管 

理 

 

施設食事サービス業務運営の総括 

栄養管理委員会の開催・運営 

施設内関係部門との連絡・調整 

献立表作成基準（治療食等を含む）の作成 

献立表の作成 

献立表の確認 

食数の指示・管理 

食事箋の管理 

嗜好調査、喫食調査等の企画・実施 

検食の実施・評価 

関係官庁等に提出する給食関係の書類等の確認・提出・保管管理 

上記書類等の作成 

上記以外の給食関係の伝票整理、報告書の作成・保管 

 

 

〇 

〇 

〇 

〇 

 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

〇 

〇 

調 

理 

作 

業 

管 

理 

 

作業仕様書の作成（治療食の調理に対する指示を含む） 

作業仕様書の確認（治療食の調理に対する指示を含む） 

作業計画書の作成 

作業実施状況の確認 

調理 

盛り付け 

配膳 

下膳 

食器洗浄消毒 

管理点検記録の作成 

管理点検記録の確認 

 

 

 

〇 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

〇 

 

 

〇 

 

〇 

 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

材 

料 

管 

理 
 

食材の調達（契約から検収まで） 

食材の点検 

食材の保管・在庫管理 

食材の出納事務 

食材の使用状況の確認 

 

 

 

〇 

 

 

〇 

 

〇 

 

〇 

〇 

施
設
設
備
管
理 

 

給食施設、主要な設備の設置・修理 

給食施設、主要な設備の管理 

その他の調理器具、食器、備品等の保守・管理 

使用食器の確認 

 

 

〇 

 

 

〇 

 

 

〇 

〇 

 

 

 

 

 



 

区
分 

業務内容 委託側 受託側 

業
務
管
理 

 

勤務表の作成 

業務分担・職員配置表の提示 

業務分担・職員配置表の確認 

 

 

 

 

〇 

 

 

〇 

〇 

 

衛 

生 

管 

理 

 

衛生面の遵守事項の作成 

食材の衛生管理 

施設・設備（調理器具・食器・備品等）の衛生管理 

衣服・作業者等清潔保持状況等の確認 

保存食の確認 

納入業者に対する衛生管理の指示 

衛生管理簿の作成 

衛生管理簿の点検・確認 

緊急対応を要する場合の指示 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

〇 

〇 

 

 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

 

研 

修 

 

調理従業者等に対する研修・訓練 

 

 

 

 

 

〇 

労 

働 

安 

全 

衛 

生 

 

健康管理計画の作成 

定期健康診断の実施 

健康診断結果の保管 

健康診断実施状況等の確認 

検便の定期的実施 

検便結果の確認 

事故防止策の策定 

 

 

 

 

 

〇 

 

〇 

 

〇 

〇 

〇 

 

〇 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 経費負担項目書 

 

 
 食事サービス提供業務に関し、受託者が負担すべき経費は次のとおりとする。 

 (１) 食材料費 

 (２)  受託者が業務分担する調理業務等に関連して必要となる消耗品（ラップ・洗剤・除菌剤等） 

    の費用 

 (３) 従業者にかかる人件費（賃金、手当その他労務提供に対して従業者に対して支払われるべき 

    経済的給付の他、募集費用、福利厚生費用、被服、教育訓練費用その他従業者との雇用契約 

    締結、維持のために直接または間接に要する費用をいう） 

(４) 従業者の定期健康診断・細菌検査等の保健衛生費 

 (５) 食事サービス提供業務の運営に要する通信費及び事務用品費 

 (６) 食事サービス提供業務遂行に関連し受託者が負担する賠償責任に関する保険に係る費用（生 

産物賠償・施設賠償責任保険等の保険料、当該保険契約締結費用など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 利用許可施設等明細書 

 

 
 委託者は、本契約に基づき委託者の施設、設備、器具又は什器備品（以下、「利用許可施設等」と 

 いう）を受託者に下記条件にて使用及び貸与することを許可する。 

 

  １．委託者の利用許可する利用許可施設等の明細は、別途書面に記載する。 

  ２．委託者は、受託者の使用及び貸与にあたってはこれを無償とする。 

  ３．受託者は、利用許可施設等を譲渡等の処分行為をしてはならない。 

  ４．受託者は、利用許可施設等の使用においては損傷及び破損が生じないよう細心の注意を払い 

    利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

食事サービス設備・器具一覧 

 

品    名 形   式 数量 備   考 

厨房    

引出付移動検収台  1  

デジタル式上皿自動はかり UDS-1V2-WP-15 1  

検食用冷凍ストッカー VF-K120X 1  

水切付三槽シンク 3S-217DT 1  

吊戸棚  2  

台下戸棚付作業台  1  

多機能野菜スライサー CL-52E 1  

移動台  1  

冷蔵庫 ARD-120RM 1  

冷凍庫 ARD-082FM 1  

包丁まな板消毒保管機 KCSK-5-eT 1  

移動台  2  

二槽シンク  1  

作業台  1  

ローレンジ XY-660L2 1  

ガステーブル XY-1275T_特 1  

作業台  1  

上棚  1  

包丁まな板消毒保管機 KCSK-5-eT 1  

ガス炊飯器 RR-50S1-F 2  

炊飯器置台  1  

脇台  2  

フライヤー CF2-GD13_特 1  

スチームコンベクションオーブン CSI2-E6-T 1  

スーパーエレクターシェルフ P1590-4/BS760-4 1  

台下戸棚  1  

ロボクープミキサー R-3D 1  

電子レンジ NE-710GP 1  

上棚  1  

台下戸棚  1  

コールドテーブル冷蔵庫 YRC-120RM2_改 1  

残菜篭付ソイルドレーブル  1  

平棚  1  

食器洗浄機 A500-E05 1  

クリーンテーブル  1  

消毒保管機 MCWK-20-e 2  

配膳車 HNN24D 4  

配膳戸棚 KC-126-T 2  

什器一式    

食器一式    

以 下 余 白    

    

    

 


